
苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し、苫小牧市補助金等交付規則（平成 30 年４月１日規則第９

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （目的） 

第２条 この補助金は、市内の介護保険サービス事業所で雇用される外国人介護人材

の生活及び生活基盤の整備を支援し、もって介護人材の確保等を推進することを目

的とする。 

 

 （補助対象団体） 

第３条 この補助金の交付対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次条

に規定する事業を行う団体とする。 

 

 （補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市内

に所在する介護保険サービス事業所（介護保険法第８条及び第８条の２に規定する

サービスをいう。）において、この補助金の交付決定年度内に、直接介護に携わる職

員として勤務を開始した外国人介護人材（当該事業所で勤務することを目的として

来日する者であって、初めて日本で生活を始める等生活基盤の大部分を短期間で自

ら整備する必要があるものその他市長が認めるものに限る。）の日常生活に必要な

物品の購入費用等を負担する事業とする。 

 

 （補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付対象となる経費は、外国人介護人材の生活に要する経費の

うち、別表に定めるもののために、この補助金の交付決定年度内に補助対象団体が

負担した経費とし、次に掲げるもののために負担した経費を除く。 

 ⑴ 家賃、駐車場代 

 ⑵ 水道光熱費 

⑶ 通信料 

 ⑷ 食費 

 ⑸ 日用品代 

 ⑹ 交通費 

 ⑺ 他の補助制度により既に補助の決定を受けているもの 

 ⑻ その他市長が不適当と認めるもの 

 

 （補助金額） 

第６条 この補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その金額は、１件

につき１５万円を上限とする。 



 （交付申請） 

第７条 補助対象団体は、苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金交付申請書

（様式第１号）及びこれに添付すべき書類を市長に提出しなければならない。 

 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条第 1 項の申請書の提出があったときは、これを審査し、苫小牧

市外国人介護人材生活支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知す

るものとする。 

 

 （交付の条件） 

第９条 この要綱による補助金の交付の決定には、次の各号に定める条件を付するも

のとする。 

⑴ 補助対象事業の内容及び経費の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき

は、あらかじめ苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金変更交付申請書（様

式第３号）及びこれに添付すべき書類を市長に提出し、その承認を受けること。 

⑵ 補助対象事業を廃止しようとするときは、あらかじめ苫小牧市外国人介護人材

生活支援事業廃止申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けること。 

⑶ 補助対象事業が会計年度末までに完了する見込みがなくなったとき、又はその

遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

⑷ 補助金に関する消費税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税額相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕

入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税率を乗じて得た金額

に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が確定したときは、速やかに市長

に報告し、その指示を受けること。 

２ 前項第１号の軽微な変更とは、次のいずれかに該当する場合その他市長が認める

場合をいう。 

⑴ 補助対象事業において、補助金額に変更なく、目的の達成に支障をきたすこと

がないと認められる場合。 

⑵ 補助対象事業に要する経費全体又は補助金交付決定額について２０パーセン

ト以内の変更を行う場合。 

 

 （変更交付決定等） 

第１０条 市長は、前条第１項第１号の申請書の提出があったときは、これを審査し、

苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金変更決定通知書（様式第２号）により

通知するものとする。 

２ 市長は、前条第１項第２号の申請書の提出があったときは、これを審査し、苫小

牧市外国人介護人材生活支援事業廃止承認通知書（様式第５号）により通知するも

のとする。 

 

 



 （実績報告） 

第１１条 補助対象団体は、補助対象事業完了後１か月以内又は補助金の交付決定に

係る会計年度の３月３１日のいずれか早い日までに、苫小牧市外国人介護人材生活

支援事業実績報告書（様式第６号）及びこれに添付すべき書類を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

 （補助金額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、これを審査し、必要に応じ

て行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、苫小牧市外国人介護人材生活

支援事業補助金確定通知書（様式第７号）により、補助対象団体に通知するものと

する。 

 

 （補助金の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助対象団体が、補助金の交付を受けよう

とするときは、苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金請求書（様式第８号）

を市長に提出しなければならない。 

 

 （交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、第９条第１項第２号による補助対象事業の廃止の申請があったと

き及び補助対象団体において次に掲げる事項に該当する行為等があったときは、交

付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。 

 ⑴ 法令、本要綱又は市長の処分に違反したとき 

 ⑵ 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき 

 ⑶ 補助対象事業の実施に関し不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき 

 ⑷ 交付決定後に生じた事情変更等により、補助対象事業の全部又は一部について

実施する必要がなくなったとき 

 ⑸ 補助対象事業完了前に、補助金交付の目的が達成できないことが客観的に明ら

かになったとき 

２ 前項の規定は、第１２条の規定による補助金額の確定後においても適用があるも

のとする。 

３ 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを決定

したときは、苫小牧市外国人介護人材生活支援事業補助金交付決定取消通知書（様

式第９号）により通知するものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当

該変更又は取消しの部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

て、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

２ 市長は、第１２条により交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の



補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

３ 市長は、補助対象団体が第９条第１項第４号の規定による報告をした場合におい

て、既に交付された補助金の額を減額する必要があるときは、期限を定めて、当該

消費税仕入控除税額等の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

 

 （帳簿等の保存期間） 

第１６条 補助対象団体は、補助金に関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等

を備え、補助対象事業完了の日の属する会計年度が終了した日から５年間（市長が

別に定めるものにあっては、市長が別に定める期間）保存しなければならない。 

 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月３０日から施行する。 

 

 

  



別表（第５条関係） 

 

○補助の対象となる経費 

費用 備考 

被服代 冬季間に用いる上着、コート等の防寒着など 

家具代 日常生活に用いるソファ、テーブル、机、イス、寝具など 

家電代 日常生活に用いる冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、テレビなど 

（専ら娯楽のために用いるものと判断されるオーディオ機

器、ホームシアター、ゲーム機等は対象外） 

通信機器代 パソコン、タブレット、スマートフォン、Wifi ルーターなど 

（機器代に限り、通信にかかる費用は対象外） 

その他の日常生活用

品代 

第５条各号に該当しないものであって、本事業の趣旨に鑑

み、適当と認めるものに限る 

 

※家具代・家電代については、これらの搬入・設置に要する費用を含む。 

※いずれの経費においても、一般的な販売店では取扱いがないような高級品等、日常

生活に用いるものとしては過度に高価であると判断されるものは対象外 

 

 


